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平成27年3月27日 

P.179 

「３．かご室」の上に以下を追加 
 
11 降下防止装

置 
設置及び

作動の状

況 

設置及び作動の状況を

確認する。 
特殊告示第１第三号ヘの規

定に適合しないこと又は機

械的にかごの降下を停止す

ることができないこと。 

＊ × × × × ○ ○ ○ ○   

12 換気設備等

（機械室を

有しないエ

レベーター

に限る。） 

開口部又

は換気設

備の設置

及び換気

の状況 

設置及び作動の状況を

確認し、起動設定温度が

あるものにあってはそ

の設定を確認する。 

特殊告示第１第三号ロの規

定に適合しないこと又は起

動設定温度が不適切に設定

されていること。 
＊ × × × × ○ ○ ○ ○   

13 制 御 盤 扉

（かご及び

釣合おもり

と干渉しな

いものを除

く。） 

設置又は

開放スイ

ッチの作

動の状況 

開放スイッチがあるも

のにあってはその作動

の状況を確認し、開放ス

イッチがないものにあ

ってはねじ等により固

定されている等容易に

制御盤扉が開かない措

置が講じられているか

を確認する。 

開放スイッチがあるものに

あっては制御盤扉を引き出

したときに開放スイッチが

作動しないこと、開放スイ

ッチがないものにあっては

容易に制御盤扉が開く又は

開くおそれがあること。 
 

＊ × × × × △ △ △ △   

                 

 
以上 

頁 場 所 正 誤 

P.131 最下行 ⑤ 写真は、主索及びブレーキパッド～ ⑤ 写真は、主索及びプレーキパッド～ 

P.181 判定基準3.13 

  

P.204 上から6行目 
１）素線切れが生じた部分の断面積～ 

（第2刷(平成25年6月21日)修正済み） 

１）素線自体に腐食を伴う錆が著しいこと

又は素線切れが生じた部分の断面積～ 

P.204 上から20行目 
３ 素線切れが生じた部分の断面積～ 

（第2刷(平成25年6月21日)修正済み） 

３ 錆が著しい場合又は素線切れが生じた

部分の断面積～ 

P.263 判定基準3.14 

  


